
 

 
 

平成 26年度包括外部監査結果報告書における指摘事項への措置状況について 

 

監査のテーマ：市が出資する公益財団法人（８法人）及び財政的援助を与えている公益社団法人（２ 

法人）の出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政的援助等に係る所管課の事務

の執行について 

第３ 外部監査の結果 

Ⅱ 各論 

Ⅱ‐６．公益財団法人千葉市みどりの協会及び公園管理課に係る外部監査の結果 

２．業務委託、指定管理業務及び管理許可業務について 

（３）結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

① 指定管理業務について 

ウ．みどりの協会が負担している減価償却費

について【みどりの協会】（報告書 P189） 

上記のイ．で示した改修工事のように、本来、

市が負担するべき資本的支出をみどりの協会が

負担していることにより、みどりの協会は本来

負担する必要がなかった固定資産の減価償却費

を費用認識せざるを得ない状況にある。その減

価償却費等のデータは次の表に示すとおりであ

る。 

【花の美術館における取得資産から発生する減価償却費】

（単位：千円） 

資産 
種類 

資産名 
平成 25 年度 
減価償却額 

平成 25 年度 
期末減価償却 

累計額 

構築物 トレリス 1,699 1,991 

構築物 門扉 183 198 

構築物 街路灯 196 212 

構築物 冷却塔 202 202 

構築物 
脇庭トレ
リス 

45 45 

合計 2,324 2,649 

みどりの協会は公益財団法人として公益目的

事業等を実施する際に、毎年度当該取得資産か

ら発生する減価償却費を負担しなければならな

いが、その原資（充当財源）については指定管

理料に含められていない。費用負担について曖

昧な状況でこのような費用負担が今後も続き、

更に新たな資産取得が合理的な理由なしで継続

する事態は、法人としての継続の基礎を脅かす

 

 

 

みどりの協会は、平成 28 年度末に解散し、清

算結了後、当該取得資産は、定款に基づき同協会

の残余財産として市に寄付されている。 



 

 
 

ものであり、経営者としては避けなければなら

ない。 

みどりの協会は、当該減価償却費の発生に伴

う正味財産の減少を帰結する資産取得につい

て、指定管理事業の基本的な仕組みに立ち返り、

費用負担関係をより慎重に検討して、法人とし

ての過大な負担となることのないよう、意思決

定を行われたい。より具体的には当該資産取得

に伴う費用負担として、指定管理料の中で積算

することも含めて、所管課である公園管理課と

協議されたい。 

 


